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規

則

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
三

七
の
部
㈢
の
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五

号
）
及
び
」
を
加
え
、
「
開
設
の
許
可
等
」
を
「
認
定
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
二
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
元
年
東
京
都
規
則
第
百
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
章
の
改
正
規
定
（
第
二
節
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
中
「
当
該
生
鮮

食
料
品
等
の
卸
売
」
の
下
に
「
（
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
市

場
外
の
保
管
場
所
（
以
下
「
市
場
外
保
管
場
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
章
の
改
正
規
定
（
同
節
第
十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
中
「
物
品
」
の
下
に

「
（
市
場
外
保
管
場
所
に
お
い
て
し
た
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
章
の
改
正
規
定
（
同
節
第
二

十
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
中
「
当
該
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
」
の
下
に
「
（
市
場

外
保
管
場
所
に
お
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク

申
請
者
が
仲
卸
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
条
例
第
四
十
三
条
第
四
項
第
二
号
、
第
六

号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
別
記
第
三
十

九
号
様
式
）

ケ

申
請
者
が
関
連
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
条
例
第
四
十
三
条
第
五
項
第
二
号
、
第
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五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
別
記
第
四

十
号
様
式
）

別
記
第
三
十
四
号
様
式
及
び
第
三
十
五
号
様
式
の
改
正
規
定
（
同
様
式
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
か
ら
第
三
十
九
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
（
同
様
式
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
中
「第

９
号
ま
で

」
の
次
に
「（

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
７
号
を

除
く
。
）

」
を
加
え
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
の
改
正
規
定
中
「第

８
号
ま
で

」
の
次
に
「（

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
同
項
第
６
号
を
除
く
。
）

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号

総

務

局

財

務

局

産

業

労

働

局

中

央

卸

売

市

場

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
」
を
加

え
、
「
開
設
の
許
可
等
」
を
「
認
定
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
事
業
部
の
部
業
務
課
の
項
第
三
号
中
「
許
可
」
を
「
調
査
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
次
長
、
理
事
及
び
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
次
長
及
び
理
事
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
以
下
第
六
条
」
を
「
次
条
」

に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
二

項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
管
理
課
の
項
第
八
号
及
び
水
産
農
産
品
課
の
項
第
二
号
中
「
許
可
」
を
「
調

査
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
受
託
物
品
の
検
査
」
を
「
公
正
な
取
引
の
確
保
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
の
表
管
理
課
の
項
第
七
号
及
び
業
務
衛
生
課
の
項
第
二
号
中
「
許
可
」
を
「
調
査
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
受
託
物
品
の
検
査
」
を
「
公
正
な
取
引
の
確
保
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
市
場
管

理
課
の
項
第
七
号
及
び
業
務
課
の
項
第
二
号
中
「
許
可
」
を
「
調
査
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
受

託
物
品
の
検
査
」
を
「
公
正
な
取
引
の
確
保
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
号

令
和
二
年
六
月
十
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
二
年
度
の
東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。令

和
二
年
六
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
一
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
限
り
で
次
の

港
湾
施
設
の
供
用
を
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間

延
長

面
積

臨
港

道
路

有
明
三

号
線

江
東
区
有
明

四
丁
目
地
内

一
、
三
一
八
・

五
〇
メ
ー
ト
ル

三
七
、
三
〇
九

・
三
四
平
方
メ

ー
ト
ル

同
右

有
明
十

七
号
線

同
右

一
一
五
・
六
〇

メ
ー
ト
ル

二
、
八
九
二
・

四
七
平
方
メ
ー

ト
ル

同
右

有
明
十

八
号
線

同
右

一
一
五
・
七
〇

メ
ー
ト
ル

二
、
八
九
四
・

九
一
平
方
メ
ー

ト
ル

同
右

有
明
十

九
号
線

同
右

一
一
五
・
九
〇

メ
ー
ト
ル

二
、
九
一
〇
・

四
四
平
方
メ
ー

ト
ル

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
区
間
、
延
長
及
び

面
積
を
変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間

変
更
前

変
更
後

変
更
年

月
日

備
考

臨
港

道
路

中
防
内

五
号
線

江
東
区
海
の

森
三
丁
目
地

江
東
区
海
の

森
三
丁
目
地

令
和
二

年
六
月

別
図
の

と
お
り
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先
中
央
防
波

堤
外
側
埋
立

地
内

先
中
央
防
波

堤
外
側
埋
立

地
内
か
ら
同

区
海
の
森
三

丁
目
地
内
ま

で

二
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
延
長
及
び
面
積
を

変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間

変
更
年

月
日

備
考

臨
港

道
路

有
明
ふ
頭
連
絡

線

江
東
区
有
明
三
丁
目
地

内
か
ら
同
区
有
明
四
丁

目
地
内
ま
で

令
和
二

年
六
月

二
十
日

別
図

の
と

お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

十
号
地

そ
の
二

地
区
港

湾
施
設

用
地

五
七
二
、

三
四
一
・

七
二
平
方

メ
ー
ト
ル

五
四
七
、

五
三
五
・

九
二
平
方

メ
ー
ト
ル

江
東
区
有
明

四
丁
目

令
和
二

年
六
月

二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
五
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
三

十
八
号
で
供
用
を
中
止
し
た
港
湾
施
設
の
う
ち
、
次
の
施
設
に
つ
い

て
、
供
用
を
再
開
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

再
開
年
月
日

臨
港

道
路

有
明
ふ
頭

連
絡
線

五
四
、
八
一
九
・

二
七
平
方
メ
ー
ト

ル
の
う
ち
一
三
、

四
四
〇
・
八
二
平

方
メ
ー
ト
ル

江
東
区
有

明
三
丁
目

地
内
か
ら

同
区
有
明

四
丁
目
地

内
ま
で

令
和
二
年
六

月
二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
六
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間

延
長

面
積

開
始
年

月
日

備
考

臨
港

道
路

南
北

線

江
東

区
有

明
四

丁
目

地
内

か
ら

同
区

海
の

森
三

丁
目

地
内

ま
で

二
、
四
六

〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

六
四
、
〇
八

四
・
〇
六
平

方
メ
ー
ト
ル

令
和
二

年
六
月

二
十
日

別
図

一
の

と
お

り

同
右

中
防

内
三

号
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